


ご遺族の方へ

ご家族の方のご逝去、謹んでお悔み申し上げます。
甲州市では、ご家族の皆様が届出などをしなければならない、市役所を中心とした諸手続きに
つきまして、少しでもわかりやすく進めて頂けるようハンドブックを作成いたしました。
このハンドブックが、ご遺族の皆様に少しでもお役に立てば幸いです。

甲州市役所　0553-32-2111（代表）

STEP11

STEP33

STEP22

STEP44

STEP55

各種手続きチェックリスト 
該当手続きの把握後、詳しい情報が必要な場合は、各種手続き
ページをご覧ください。

持ち物の確認 
次ページの「来庁時の持ち物について」を
ご確認ください。

おくやみコーナーの予約（インターネットまたは電話）
おくやみコーナーをご利用される場合は、3ページの予約方法にて
ご予約ください。
※ご自身で各窓口を移動する場合は、予約の必要はありません。

委任状について 
お手続き可能な人（相続人など）が来庁できない場合は、委任状が
必要です。ご不明な点がございましたら、受付窓口へお問い合わせ
ください。

ご来庁ください
本紙と必要なものをご持参の上、甲州市役所（本庁舎）へお越し
ください。

事前準備について

甲州市役所にて各種手続きをする今後の流れになります。
まずは下記をご確認いただき、ご来庁の前に、事前準備をしましょう。
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来庁時の持ち物について

手続きによって必要なものは異なりますが、下記のものは必要になることが多いので、お持ち
の上、ご来庁ください。

ご遺族の方の必要なもの

□  来庁される方の本人確認書類（下記「本人確認書類について」参照）

□  認印（※相続人代表及び喪主）

□  預貯金通帳、銀行届出印（※相続人代表及び喪主、年金請求者）

※お手続き可能な人（相続人など）が来庁できない場合は、委任状が必要です。

亡くなられた方の必要なもの

それぞれの手続きページをご確認ください。

●手続きに戸籍（除籍）謄本が必要な場合

死亡の届出から死亡の記載が反映された戸籍謄本等を取得できるようになるまで 10 日
程度かかります。（本籍地以外に届け出た場合はさらに日数がかかります）

本人確認書類について

□  １点で本人確認できる書類（顔写真付きに限る） 

マイナンバーカード、運転免許証、
運転経歴証明書（平成 24 年 4月 1日以降のもの）、
パスポート、身体障害者手帳、在留カード　など

□  ２点で本人確認できる書類 

健康保険の資格確認書・介護保険被保険者証、
医療受給者証、各種年金手帳、学生証　など

※有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。
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おくやみコーナーのご案内

甲州市では、亡くなられた方に関する手続きをご案内する「おくやみコーナー」を本庁舎に
設置しています。ご利用には、オンライン予約または電話予約が必要です。

※死亡時に甲州市に住民登録をされていた方のご遺族が対象です。
※おくやみコーナーを利用せず、直接各担当課でお手続きすることもできます。

おくやみコーナーでできること

●必要な手続きをまとめて受付できます 
市役所での主な手続きについては、窓口を移動することなく、１ヶ所で完了すること
ができます。
※一部、担当課でしかできない手続きもあります。
※内容によっては一度で終わらない手続きもあります。

●書類の記入が省略できます 
事前予約することで、亡くなられた方の住所・
氏名など基本的な情報をあらかじめ申請書に
印字するため、書類の記載を省略できます。

●専用ブースで安心して相談できます 

予約方法について

【予約可能枠】
❶�午前 10 時から　　　❷�午後 2時から　　　❸�午後 3時 30 分から

※�予約時間を 15 分以上経過しても来庁されなかった場合は
キャンセル扱いとなります。

●オンライン予約
来庁する 3開庁日前までに予約してください。
URL： https://apply.e-tumo.jp/city-koshu-yamanashi-u/

reserve/off erList_detail?tempSeq=13398

●電話予約（「おくやみコーナーの予約」とお伝えください）

来庁する２開庁日前までに予約してください。

電話番号：0553 - 32 - 5061
受付時間：午前 8時 30 分～午後 5時 15 分まで
　　　　　（土・日・祝休日・年末年始を除く）

甲州市おくやみコーナー
場 所：甲州市役所本庁舎 1階　市民課

3



MEMO  
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